
 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 01 学校名 札幌日本大学高等学校 担当教員名 丸木 克朗 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☐ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☐ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ パテントコンテストにつながる取組 ６，10、11、12 1２３4 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 知財学習プログラムの充実と改善 ６、7，8，9、10、11、12 123456711 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂    ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④    ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤    ☐ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☑ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☐ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

アイデアを発想することに関して、新たなワークショップのプランを５本開
発した。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

生成ＡＩを活用してアイデアの発想を補助することや、アイデアの質を高める方策について現在研究を進めている。併せて、生徒がＡＩを使う場
合の倫理的な規定についても検討を重ねている。 
また、知的財産権について、実施計画の枠に合うようにＩＮＰＩＴの資料を活用して本校独自の授業プランを開発中である。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ① 

成果内容 

前年度、「知財教育」の単元をパテントコンテストに合わせて、単独で実施したので、生徒にとっても「唐突感」があり、生徒アンケートや振り
返りにおいても学習効果があまり高くなかった。今年度は、金融教育や主権者教育などと合わせて「知らないとリスク」になることを強調して、
知財教育を取り入れることによって、学びの流れが改善された。知財創発の基盤となる「アイデア出し」について、頭が固い生徒が多いため、準
備運動となるワークショップを多く開発できたことが成果であると考えている。 

生徒・学生に 
見られた変化 

年度初めに、心理安全性を高めるためにアイスブレイクのワークを多く取り入れたことが奏功したのか、今年度については、グループでの対話の
活性度は高まった。また、創造力伸長の重要度や必要度の理解も進んだ。 

その根拠 
生徒が行う授業評価（5 点満点）知財教育、アイデア出しに関わるワークショップの満足度・納得度の平均 4.3 点 
対話の活性度については、昨年度との比較はできないが、ハイラブル社製の機器を用いた分析では、対話重なり度、盛り上げ度などの数値は比較
的高かった。 

課題・反省点 
アイデアの練り上げ、アイデアの実現性を高めるための方策を探りたい。生徒の発想を手助けする教員側のファシリテーション力向上に向けても
研究したい 

今後の展望 
新たな価値はどのような仕組みで生まれるかについて継続して探究し、その結果を踏まえて創造力を伸長するワークやトレーニング方法を開発し

たい。特に生成ＡＩの仕組みを参考にして、人間が「知識」や「情報」から「創造」につなげる仕組みや構造を想定し、その構成要素のパ
フォーマンスを高めるためのワークショップを開発したい。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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【図２】対話の可視化 対話のスパイダー分析(左) 対話の重なり度のデータ(右) (ハイラブル社製機器を使用) 

【図１】情報から創造が生まれる仕組みの仮説 【表１】ビジネスアイデア起業コンテスト集計表 

【写真４】ワーク (サイエンスチャレンジ) 【写真３】ワーク(アイデア出しの様子) 

【写真２】ワーク(ダビンチ橋の作成２) 【写真１】ワーク(ダビンチ橋の作成１) 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 02 学校名 東海大学付属札幌高等学校 担当教員名 工藤優樹 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☐ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 「福祉に貢献する発明品を考えよう」 高校 1 年生 1，2，3，4，6 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁  知的財産権の講演 高校 3 年 5,6,7 ,☑ (2)情報を利用する能力 
➂  知的財産教育についてのセミナー 教員（外部も含む） 1.3 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④  先進校視察 教員（本校） 1,12 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤    ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☐ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☐ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☐ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☐ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

 
 概ね達成（7 割前後） 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

①は「福祉に貢献する発明」をテーマに発明を体験させる授業。（2025 年度と同内容）。知的財産の概要、知的財産権の基礎の学習を経て、商品
リサーチ活動、発想法によるアイディア出しを行う。その後、実際に発明を考案し、プレゼンテーションを作成。クラス内及び学年での発表会を
行う。②は高校 3 年生対象の知的財産権に関する講演会（2 時間は弁理士の大窪智行氏、1 時間は理研興業 柴尾幸弘氏、計 3 時間）。北海道経済
産業局、北海道発明協会の協力事業。③は知的財産教育についてのセミナー（③）は 11 月 19 日に、（株）岩谷技研 岩谷 圭介を招き、知的財
産、特に科学とアイディアの実現に関係する内容で講演、相互ディスカッションを行った。⑦は知的財産教育を実施する先進校を視察した。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ①「福祉に貢献する発明品を考えよう」 

成果内容 
内容は概ね昨年度を同じ内容。福祉に貢献する発明品を考えるというテーマのプロジェクト型学習。発想法を重視し、より具体的かつ現実的な発
明につなげることを目指した。最初に行う福祉関係者による講演を昨年度の 1 時間で 2 組から、1 時間で一組ずつに分け、より具体的なものにし
た。 

生徒・学生に 
見られた変化 

昨年度と同様だが、生徒は福祉に関わる問題の解決を自分に引き付けて考えているように思える。自分でアイディアを出して、具現化することに
一定の達成感を感じているように思える。 

その根拠 （記入時点での）生徒の提出書類を見ると、より詳しい発明品を考案しているように思える 

課題・反省点 
学年全体への周知徹底が図られていたかというと、疑問が残る。生徒だけではなく、教員が主体的に取り組むことができるように、工夫をするこ
とが必要だと感じる。また、やはり構造の工夫が不明確、実現不可能なものをたくさんあるように見える。 

今後の展望 
問いをたてること、構造等の科学的な視点について、さらに深めるような問題設定が必要である。実際に試作品ができるようになる道筋ができる

と望ましいと思える。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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写真１               写真２＆写真３ 

 

福祉に関する講演（佐藤氏）     高校生向け知財教室 弁理士 大窪氏 、理研興業 柴尾氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的財産セミナー（11 月実施）          ①の生徒によるイメージ図      

  （株）岩谷技研 代表取締役 岩谷 圭介 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高校生による知的財産教室（試行授業） 
 
当初、秋に本校生徒が小学生に知的財産について教える出張授業を計画していた。しか
し、小学生への授業に関する安全性、準備の問題、会場の問題などにより、今年度、実
施することを断念し、来年度以降に行うこととなった。 
 

 ただし高校生に知的財産教室についてイメージを 
沸かせるために教員による試行授業を行った。 
参加した生徒はボランティア同好会の生徒 15 名。 
内容は、知的財産クイズや新商品を考えるワークショ 
ップ、発明カルタ、知的財産「魔改造」のワークショ 
ップを行った。合計 3 時間の試行授業を実施した。 
 生徒はアイディア出しのワークショップやディスカッションに楽しく取り組んでいたよ
うだ。今後は来年度の実際の実施に向けて、生徒とミー 
ティングを行っていく予定である。 

 
（例）取組の様子の写真 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 03 学校名 宮城県松島高等学校 担当教員名 森 友寿 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☑ その他（地域連携） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☑ その他 （著作権法             ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知的財産について学び、情報を発信しよう（ポスタ－製作） 情報Ⅱ・課外活動(4,5,6,7,8) 2,3,4,7,10 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ プロモーションコンテンツ（動画・音声）製作・発信 情報Ⅱ・課外活動(6,7,8,9,10,11) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ ＤＸ活動 Ｗｅｂコンテンツ製作・Ｗｅｂアプリ制作・発信 情報Ⅱ・課外活動(10,11,12,13) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ データサイエンス「RESAS・白書等のデータを使用したデータ分析と課題解決にむけた取り組み」 情報Ⅱ(6,7,12,13) 2,3,4,5,6,7,13 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ 情報セキュリティ・モラル研修 知的財産権について 全校生徒(4,5,7,12,13) 6,7,8,9,10,11,12,13 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☑ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

情報セキュリティ・モラル研修において弁理士から知的財産権の講話を実
施し、ポスター制作・啓発を行うことで内容の理解度が 44.2%から 72.5%に
上昇した。また、地元の課題解決を目的にデジタルコンテンツを制作し、町
内の観光イベントと連動して発信した。そして、地元の放置竹林とインバウ
ンド体験を解決する２件の案をパテントデザインコンテストに応募した。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

弁理士の講演を受けて、全校生徒が知的財産権に関する法律行為の理解を深め、全体の９割の更なる学習意欲に繋がった。（表１）講話後に科
目「情報Ⅱ」にて講話後に啓発のポスターを制作し発信した。また、データサイエンスにて「RESAS」を活用して調査した人口減少の影響と、移
住・定住促進と地元の観光の課題となる「ナイトタイムエコノミー」を解決する方法としてデジタルコンテンツ「プロジェクションマッピング」
制作と、地元の関係者の理解と支援により、松島町で開催されたイベント期間中に投影と発信を行った。課外活動では、地元の観光協会長を招き
観光に関する知的財産権の重要性について講演を受けて、パテントデザインコンテストへ２作品を応募した。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ② 

成果内容 
 地元松島町の課題である人口減少や、交流人口増加と経済活性化に向けた「ナイトタイムエコノミー」を充実しＤＸ化に繋がることを目的に、
情報技術を活用したデジタルコンテンツの制作と発信を実施した。そこで「情報モラル・セキュリティ」だけではなく「知的財産権・著作権」に
ついての法律行為を理解し、「デジタルシティズンシップ」を意識したＤＸ（観光 DX）の学習内容の充実と技術向上を図ることができた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

 講話や実習での取組を通して、デジタルコンテンツ制作やレポート作成をする際に、著作権や肖像権と出典の掲載の確認を行う生徒が増加し法
律行為の理解による意識の向上が見られた。また、デジタルコンテンツ制作におけるコンセプト設定を思考する際に、データサイエンスにおける
RESAS を活用した地元松島の調査を通して、普通科においても地域資源を理解し経済活動における知的財産権との関わりへの意識を高めた。 

その根拠 
教科「情報」の単元にて知財教育を実施していたが、本事業でのデジタルコンテンツ制作をテーマにした教材により、情報教育を通して知的財

産権の尊重と経済社会との関りを意識し理解を深めた生徒が、事前アンケートと事後アンケートの結果を比較し約 20%から約 60%に増加した。 

課題・反省点 
 デジタルコンテンツの制作にあたり、地元資源に関する知識や理解を深め、生徒の創造性を育む取組を通して、学習活動における引き出しを増
やす必要がある。また、情報事業者だけではなく、地元の行政や名所・史跡の関係者ならびに観光関係者との普段からの連携が重要である。 

今後の展望 
 地元の産業を学習素材として、課題解決に向けた情報技術の活用の一つに、顧客満足の充実とナイトタイムエコノミーの促進を目標に、移住・
定住と観光客を対象にしたデジタルコンテンツ制作の学習を通してＤＸにおける知的財産権とデジタル活用を理解しつつ技術向上を目指す。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 

Ⅱ-9



       

 

＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

普通科３学年「情報Ⅱ」の授業にて、生徒が制作
した「プロジェクションマッピング（デジタルコン
テンツ）」を、松島町内の円通院の御協力を得て、
円通院敷地内のもみじ庵にて作品の投影を実施し
た。「松島の四季」をコンセプトにサイネージウィ
ンドウ形式で表現した。松島町の秋の代表的な「円
通院 紅葉ライトアップ」では、幻想的な境内の風
景と三慧殿の近くのプロジェクションマッピングな
ども、拝観者の楽しみになっており、生徒が観光客
に対してデジタルコンテンツのテーマや制作方法、
そしてポイントを紹介した。多くの観光客が足を止
めて、生徒に「頑張ったね」や「よくできている」
との言葉を掛けていた。 

デジタルコンテンツ「松島プロジェクションマッピング」を発信 

（写真１）弁理士による講話 

（写真 2）観光と知的財産権に関する講話 

（写真 3）生成 AI と知的財産権に関する講話 

（表３）・（グラフ 1）知的財産権に関する講話・授業を受けて（指導前後の比較） 

（表 1）講話・授業後の知的財産権についての意識  （表２）講話・授業後の知的財産権の目的の理解状況 

（図 1）本校の「松高 DX」の取組（ポンチ）絵 

（写真４）コンテンツと知的財産権に関する講話 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 04 学校名 東海大学付属市原望洋高等学校 担当教員名 和光誠司 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☐ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☐ 意匠   ☐ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 身近な便利なグッズ（商品）から、知的財産を知ろう 高校１年生, 12-1 月 6,12 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ アイデア商品を提案しよう 高校２年生  12-1 月 1,3 ☐ (2)情報を利用する能力 
➂ 起業家精神を理解する 高校３年生   11-12 月 11 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 知的財産教育についての研究  1,3,4 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤   以上 ☐ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☐ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☐ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☐ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☐ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

各学年とも知的財産教育にかける時間が十分に確保できていない。 
知財に関する研修会にできるだけ先生方を派遣した。多くの先生方が自分ご
ととしてとらえさせるのに時間がかかると感じた。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

①弁理士を招致して、知的財産についての講演を１年生対象に１回実施した。身近な知的財産に対する意識付けをはかった。 
②文具王を２年生で１回、起業家を３年生で１回招致、有志を対象に横浜税関を訪問することでアイデア商品開発に対する興味関心を高めた。 
③各学年とも知的財産教育にかける時間は５～６時間程度となっている。２学期期末試験前後の取り組みが多く、これまでのワークシートを繰り
返し使用しているところがある。責任者が担任を持っていないこともあり、新しいことに挑戦させることができていなかった。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ④知的財産教育についての研究 

成果内容 
①先進校（東海大札幌高校）への視察 
②横浜税関への視察、INPIT からの活動支援 
③「総合的な探求の時間」を含め、知的財産を深めるための勉強会に可能な限り参加した。 

生徒・学生に 
見られた変化 

①日本弁理士会が発行している冊子やパテントコンテストの過去の入賞作品に触れ、知財に対するハードルを少し下げることができた。 
②横浜税関視察や、プレゼンテーションなどを通じ、学ぶから伝えることで、知的財産に対する意識が高まった。 
③弁理士、文具王、起業家を招致したことは、日頃は接することがない先生から課題発見や知的財産に関する情報を得ることにつながった。 

その根拠 
①これまで、学年主導で進めていた知的財産教育について、学年を超えて話し合い、今後の方向性を検討することができたこと。 
②新しい取り組みを通じて、多くの生徒から“参加して良かった 勉強になった”というコメントをもらえた。 
③専門家の先生からの話を聞きながら、各学年で取り組んでいる課題（テーマ）に対し、前向きに取り組もうとする姿勢が見られた。 

課題・反省点 
①本年度は、アドバイザーとの連携をはかることができなかった。これまでの報告会にオンライン参加や代理参加が多くなってしまった。 
②横浜税関への視察した際の生徒たちの反応がとてもよかった。まずは自分の目や耳から興味を抱かせることが大切だと感じた。 
③専門家の先生方のアドバイスを受けたあとは、各担任が授業を進めているが、先進校に学びながら、理解やﾜｰｸｼｰﾄなどを発展させていきたい。 

今後の展望 
①研修会への参加を促すことで、これまで知財に関わってこなかった先生方も巻き込み、より実践的な取り組みにつなげていくこと。 
②知的財産につながるような、企業視察など、生徒の興味関心を高める視察先について、先進校や他の付属校との情報交換を重ねる。 
③先進校から持ち帰った資料をもとに、知的財産に関する生徒の探求活動を高める手法について、担当者が中心となって模索していく。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

 

起業家発表会（３年）              文具王による講演（２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               起業家教育実施後のアンケートの一部（３年生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜税関への視察 2025.08.28 
昨年度に引き続き、知的財産教育を推進するうえで、生徒たちの興味・関心を引き

出すには、現地視察が最も効果的であると感じた。今年度は、昨年度の特許庁訪問に
続き、横浜税関を訪問した。夏休み最後のイベントとして実施したにもかかわらず、
10 名ちかくの生徒が参加してくれた。 

 事前に担当者と打ち合わせを行い、当
日は横浜税関の歴史に加え、摘発した密
輸の手口の再現、先端技術を導入した検
査機器を活用した取締り方法、知的財産
を侵害する偽ブランド品の見分け方や押
収業務の内容などについて、専門的な説
明を受けることができました。先生方か
らも「面白そうな企画だね」「自分も参
加してみたかった」という声をいただく
ことができ、企画した側として非常にあ
りがたく感じました。 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 05 学校名 学校法人玉川学園 玉川学園高等部 担当教員名 矢崎 貴紀 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 ☐ その他 

関連法 ☑ 特許・実用   ☐ 意匠   ☐ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知的財産権についての理解を
深める 

4、8、12、3 1,6,7,9,11,12,13 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 

➁ 知的財産権関連のコンテスト
等への挑戦 

7、8、9、10、12 1,2,3,9,10,12,13 
☑ (2)情報を利用する能力 

➂ 探究活動において知的財産権
についての活動を取り入れる 

5、6、7 1,3,5,6,11 
☑ (3)発想・技術を表現する能力 

④    ☐ (4)観察力を鍛える 
⑤    ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 

   ☐ 
(8)技術等と権利の対応関係を把握する能

力 
⑨    ☑ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

目標の「知財活動を行う生徒 50%増」に対し、アンケートで「技術的工夫」への
言及が 49.3%、「応用可能性」が 40.4%と過去最高を記録し、質・量ともに目標
を達成できた。コンテスト参加数は目標の 2 倍に届かず 1.5 倍に留まったが、パ
テントコンテストで受賞を果たすなど成果の質的向上が確認された。 

取組の状況 
具体的な数値を用い
て 
記載をお願いします 

本校の 3 年間の総単位数 98 単位中 20 単位（約 20%）で知財に関する話題を授業に導入し、日常的な意識化を図った。外部連携では、シンガポー
ル南洋理工大学の佐藤教授による「サイボーグ昆虫」をテーマとした講演を中 3～高 2 の 505 名に対して実施し、さらに選抜された 17 名が同大学
を訪問して最先端の研究体験を行った。結果、知財関連コンテストの応募数は昨年度比1.5倍に増加し、パテントコンテストでの受賞や、JSEC2025
でのテレビ朝日賞および ISEF2025（世界大会）への出場といった顕著な成果が得られた。生徒の意識面では、2025 年度のアンケートで「技術的工
夫」への言及が 49.3%（2023 年度 25.4%からほぼ倍増）、「応用可能性」が 40.4%に達した。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ③ 

成果内容 
「人工眼球を用いたベンハムのコマの錯視現象の解明」の研究が日本代表として世界大会 ISEF2025 に出場、「The best way to preserve polyphenols 
using olives」が GLS2025 で Basic Science 分野 Creativity Award を受賞、パテントコンテストにて「文部科学省 科学技術・学術政策局長賞」を受賞 

生徒・学生に 
見られた変化 

2024 年度から 2025 年度にかけて、知的財産に対する意識が高まり、生徒の探究活動における創造性と新規性が向上した。特に、パテントコンテス
トの受賞がきっかけで来年に向けて受賞を目指す生徒の人数も増加している。 

その根拠 3D プリンタの活用講座、工具の使い方・加工方法等の講義を実施したことで、生徒の技能が向上し、アイディアを形にできるようになった。 

課題・反省点 
普通科における時間不足と、専門外教員の意識向上が課題である。2025 年度の分析では「技術的工夫」への言及が 49.3%と激増した一方で、「権
利・制度」への言及は 2.5%に留まり、制度理解の定着が不十分であることが浮き彫りになった。また、コンテスト参加数も目標（2 倍）に対し 1.5
倍に留まった。 

今後の展望 
弁理士等との連携を強化し、研究成果を「権利化」へ結びつける直接指導を拡充する。世界大会等の成果を学内で積極的に表彰して生徒の関心を
高めるとともに、探究の振り返りに知財の要素を促す問いかけを導入することで、向上した技術力を権利意識へと繋げる指導を推進する。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

（写真 1）3D プリンタ活用の様子 （写真 2）生徒が作成した 3D データ （写真 3）世界大会での発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （表 1）全国大会の受賞実績           （グラフ 1）知財の要素の伸び（年次変化） 

探究学習における 3D プリンタの活用に関する取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D プリンタ活用による創造性の刺激と研究の深化 
生徒が自身の独創的なアイディアを即座に具体化できるよう、3D プリンタや工作機械を日常

的に、かつ自由に活用できる環境を整備し、創造性を刺激する探究活動を推進しています。3D
データを PC 上で設計する技術を習得し、試作と改良を高速で繰り返すプロセスは、生徒の発想
を単なる思い付きに留めず、研究内容を飛躍的に深化させる原動力となっています。 

2025 年度において知財に関連する国内外のコンテストでの顕著な成果として結実しました。
特に、独自の 3D モデルを用いて実験装置を構築した「人工眼球」は、パテントコンテストにお
いて文部科学省 科学技術・学術政策局長賞を受賞し、その独創性が知的財産の観点から極めて高
く評価されただけでなく、この装置を活用した研究活動では世界大会である ISEF 2025 において
日本代表として出場という快挙を成し遂げました。 

また、全国規模の大会においても、実用性の高い技術的工夫が数多く評価されています。具体
的には、パラメトリックスピーカーを活用した「音響誘導システム」の研究が生活創造コンクー
ルで優秀賞を受賞したほか、テンセグリティ構造と継ぎ手を工夫した「エコテント」の作成が環
境省大臣官房 環境保健部長賞を受賞するなど、高度な構造設計や技術開発を伴う成果が相次いで
います。さらに、Global Link Australia 2025 における「Creativity Award」の受賞は、生徒たちが
自由な環境で試行錯誤を繰り返す中で、国際的に通用する独創性を育んでいることを証明してい
ます。 

新規性
新しい／新規／新た、独自、工夫・改善・改良、発見・
発明・考案、アイデア・提案、開発

創作性
アート・作品、デザイン、広告・ポスター・ロゴ、イラ
スト・キャラ、映像・動画、音楽（作曲・演奏）、写
真、blender・3DCG、創作・表現

技術的工夫
実験（装置）、測定、解析、設計、3Dプリンター、
3DCG、加工、制御、Raspberry、AI

応用可能性
応用・実用・実用化、社会（課題解決）、商品、産業・
経済・ビジネス、医療・環境・防災・教育

権利・制度理解
知財、特許、著作権、商標、意匠、パテント、出願、先
行、調査、権利、制度、弁理士、コンテスト、審査
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 06 学校名 サレジアン国際学園高等学校 担当教員名 尾﨑正靖 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知的財産に関する講義 entrepreneur 養成講座生・ゼミ 1,3,6,7,11,12,13 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 

沖縄・石垣島訪問 
entrepreneur 養成講座生・ゼミ

合宿 
1,4,6,7,8,11 ☑ (2)情報を利用する能力 

➂ 知的財産に関する動画制作と上映 学園祭来場者・学園祭 1,2,3,5,7,9,11,12,13 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④    ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤    ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 

   ☑ 
(8)技術等と権利の対応関係を把握する能

力 
⑨    ☑ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☐ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

やや不十分（5 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

entrepreneur 養成講座の所属生への教育効果（以下、取組の状況に記載）は実証
できたが、コース生全体への理解波及については機会も少なく、効果検証が充分
にできなかった。 

取組の状況 
具体的な数値を用い
て 
記載をお願いします 

企業知財部による出張授業と沖縄・石垣島でのフィールドワークを組み合わせ、知財を「制度の理解」から「生活・社会との接続」へ広げる学習を
実施した。効果は事前・授業（明治様）直後・訪問（沖縄・石垣島）後の 3 時点アンケートで測定し、特許理解（4 件法）は 2.29→3.57→3.71、商
標理解（4 件法）は 1.71→3.71→3.71 に上昇した。知財が日常に関係する認識（5 件法）も 3.71→4.35→4.71 へ伸長した。さらに、学習の成果物とし
て生徒が約 3 分の動画を制作し、特許・商標の要点や企業事例、模倣防止やブランド保護の意義を自分の言葉で整理して発信した。授業で得た知識
を「説明できる形」に再構成する活動を通して理解の定着を図った。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ２ entrepreneur 養成講座による沖縄本島・石垣島訪問 

成果内容 
沖縄・石垣島訪問では、企業活動や地域の現場で「知財がどこにあり、何を守り、どう価値を生むか」を観察・言語化する学習を行った。授業で学
んだ特許・商標の知識を、製品・サービス・表示・ブランドの具体物に結びつけ、模倣防止や信頼形成、研究開発投資の回収といった観点から整理
した。訪問後は振り返りを通して、制度理解を社会課題や産業の文脈へ再配置し、知財を「身近で実用的な仕組み」として捉える段階へ進めた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

訪問後、生徒は知財を「用語」ではなく「身近な生活や社会の仕組み」として捉えるようになり、商品や地域の取り組みを見たときに商標・ブラン
ドの意味を意識して説明する発言が増えた。また、研究開発の積み重ねが価値につながり、保護される意義があるという理解が具体化した。学習内
容を自分の言葉で語る場面が増え、説明の根拠（事例）を挙げて話す姿が見られた。 

その根拠 
3 時点アンケートで、知財が日常に関係する認識（5 件法）が 3.71→4.35→4.71 と、訪問後に追加的な上昇が確認できた。特許理解（4 件法）は
2.29→3.57→3.71、商標理解（4 件法）は 1.71→3.71→3.71 で、授業で得た制度知が訪問後も高水準で維持された。さらに自由記述・動画で、現地の
具体例を根拠に知財の意義を説明する記述が見られ、理解の再構成が生じたと判断した。 

課題・反省点 
今年度の実践は 1 年間の単発事例であり、学習効果が時間を置いても維持・発展するか（経年変化）を判断できていない。アンケートも平均値中心
で、個人を追跡した縦断データや統計的検証が十分ではなかった。成果物（動画）についても、出典表示・許諾・AI 利用申告などを明確な評価規準
として固定できておらず、学習の「実行面」を測る指標が弱い点が反省である。 

今後の展望 
次年度は、函館（函館市×北海道大学の連携）で地方創生と知財、札幌ではエスコンフィールドを題材に地方創生と知財を学ぶフィールドワークを
実施し、学習転移を図る。評価は事前・事後に加え、一定期間後の追跡も組み込み、効果の継続性を検証する。さらに実践事例を学内で共有し、ゼ
ミ生からコース生へ波及した度合い（参加者数、理解度・態度指標の変化等）を測定して改善につなげる。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
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本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 

＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

知財講義の写真（明治様）          ユーグレナ様の工場視察       学園祭・知財動画の上映 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （表 1）知財動画の内容               （グラフ 1）指導前後の比較 

OIST とユーグレナ様の見学について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

導入：知的財産と学習目的 

特許：取得条件（新規・工夫・有用） 

特許：出願→審査→権利化の流れ 

特許：模倣防止と独占の意義 

特許：全取得不要（戦略的選択） 

商標：定義 

商標：役割（識別・出所・信頼・宣伝） 

事例：明治ブランドで具体化 

 

entrepreneur 養成講座による沖縄本島・石垣島訪問 
entrepreneur 養成講座生 14 名で沖縄本島（OIST）、石垣島（ユーグレナ様）を訪問・見学し
ました。OIST では、知的財産部門の方々に特別講義を実施していただき、研究と知財の関係
性について、理解を深めることができました。ユーグレナ様には実際の生産工場を見学させて
いただきました。 

OIST 見学で生徒の印象に残った内容が、 
「あえて特許申請しない」という事実でした。 
この話は、ユーグレナ様からも伺えたので、 
知財運用について深く理解する機会となりました。 

 
校内で受講した知財講義の内容から派生し、 
実際にフィールドワークを実施したことで、 
より身近な問題として捉えることができました。 
実際に自分たちで取り組む前の段階として、 
フィールドワークは非常に有効だと感じました。 

OIST での特別講義 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 07 学校名 東海大学付属高輪台高等学校 担当教員名 野口大輔 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

① 消費者教育①（レクチャー編） １年生徒・総合的な探究の時間 9,12 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
② 消費者教育②（ワークショップ編） ２年生徒・総合的な探究の時間 8 ☑ (2)情報を利用する能力 
③ 生徒研修（消費者教育） ３年生徒・総合的な探究の時間等 5,9,11,13 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 教員研修（校内） 教員  ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ 消費者教育③（リサーチ編） １年生徒・総合的な探究の時間 7 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ 消費者教育④（プレゼンテーション編） １年生徒・総合的な探究の時間 10 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
⑦ 消費者教育⑤（ディベート編） １年生徒・総合的な探究の時間 11 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 生産者教育①（動機付け編） ２年生徒・総合的な探究の時間 1 ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ 生産者教育②（方向付け編） ２年生徒・総合的な探究の時間 3 ☑ (9)手続の理解  
⑩ 教員研修（校外） 教員  活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪ 生産者教育③（内化編） ２年生徒・総合的な探究の時間 ４ ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫ 生徒研修（生産者教育） 全校生徒・特別活動等 5,6,10 知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬ 生産者教育④（外化編） ２年生徒・総合的な探究の時間 2 ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・すべての生徒が３年で知財について体系的・網羅的に学習する体制を構築 
・３年生徒の大半が知財学習に関する外部のコンテストに応募（受賞なし） 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・前年度に実施することができなかった法学部進学予定者対象の「東京税関羽田税関支署見学」を行い、知的財産侵害物品の取締りについて学習 
・近隣参加校との連携企画「ミカン狩り」（摘果ミカンを使用したポン酢の作成）に生徒７名・教員２名が参加し、“コミュニティづくり”を実現 
・工学部進学予定者等を対象とした往訪型生徒研修「特別講座」が前年度比１割程度の実施率で、社会とのつながりを理解する機会が大幅に減少 
・独立行政法人中小企業基盤整備機構の「起業家教育出前授業実施支援」などを活用しながら、持続可能性の高い知財学習のあり方について研究 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ③  生徒研修（消費者教育） 

成果内容 
・総合的な探究の時間において知財学習を中心に据えたカリキュラムを展開していることを、各種媒体を通じて学内外に発信することができた。 
・日本弁理士会の「パテントコンテスト応募にかかる事前セミナー」を初めて実施することで、生徒の内的起業家精神を涵養することができた。 
・普通文系クラスでも取り組みやすい知財学習の題材として料理を採用し、「ジャガイモのガレット」などのレシピを創出させることができた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・社会課題への関心が強くなっただけでなく、自身にも問題を解決するための資質・能力が備わっているという認識（自己効力感）も高まった。 
・特許情報プラットフォームを利用して情報を入手したり、生成ＡＩ等を駆使しながら自らの考えを言語化・視覚化したりする能力を獲得した。 

その根拠 
・大学教員を招いて開催した成果発表会において、自分たちの考案したアイデアの価値について堂々とプレゼンテーションする様子が見られた。 
・３年普通理系クラス（３６９名）・３年ＳＳＨクラス（３６名）のほぼ全員が、パテントコンテストの「発明提出書」を期限内に完成させた。 

課題・反省点 
・教員研修の機会として「普通科高校モデル授業」・「ＪＰＯ／ＩＰＲ研修（ＩＰトレーナーズコース）」を設定したが、参観者が少なかった。 
・２年ＳＳＨクラスに外部事業者によるアプリ開発体験を導入したが、制限時間内にデモ画面を制作することができないグループが多数あった。 
・公益社団法人東京青年会議所港区委員会との共催である「みなとユニコーンプロジェクト」に参加する生徒の数（２０名）があまり多くない。 

今後の展望 
・講義・講演よりも授業形式で催行する企画のほうが研修効果は高いことが予想されるため、自校教員に対する情報の提供を徹底していきたい。 
・生徒たちのタスクに対する関心の度合いや習熟度などを見極めながら、講座の最終到達目標を微調整し続ける努力を惜しまないようにしたい。 
・２０２４年度（６名）よりは大幅に増加したが、出席者の多くは１年生であるため、リピーターが増えるようなコンテンツ作成に尽力したい。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おままごと知財」寸劇を通じて課題抽出～社会課題の解決を“おままごと”で疑似体験～ 
 

大学４年生のチトセは２歳年上の恋人・トウヤと付き合って３年目。お互い結婚も意識してい
た交際だったのに、コミュニケーション不足がすれ違いを生み、いったん別れることに。自分の
何がいけなかったのか考え込んでしまう二人。するとそこに謎の男が現れて…… 

⇒劇中の登場人物になったつもりで、カフェの新メニューを考案する課題に挑戦 

 

（写真１） 
生徒が作成したスライド ※一部改変 

（生徒研修（消費者教育）） 

（写真２） 
ＪＰＯ／ＩＰＲ研修（ＩＰトレーナーズコース） 

（教員研修（校内）） 

（写真３） 
ミカン狩り 

（生徒研修（生産者教育）） 

（写真４） 
生徒が書いたワークシート 

（生産者教育④（外化編）） 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 08 学校名 聖学院中学校高等学校 担当教員名 山本周 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☐ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 3D プリンタ活用ワークショップ（クリッカー・ランタン制作） 中高生、希望者 1,3 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 高校生による中学生向け 3Dプリンタ講座 中高生、希望者 2,10 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 最先端技術「プログラミング×3Dプリンタ」 メインは高校生（一部中学生）、希望者 2,5 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 個人探究活動（自作キーボード等の制作） 高校生、希望者・有志、総合探究 4,5 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ 学校行事と連携したものづくり（クリスマスオーナメント） 中高生、学校全体 3,6 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ 専門家による「工学とデザインと知的財産」 高校生、総合探究 8,11 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 企業連携講義「デジタル社会の著作権・肖像権」 高校１年生、120 名、情報 I 7,12 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ セキュリティ×ものづくりワークショップ メインは高校生（一部中学生）、希望者 8,12 ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ 3D プリンター×海洋 の社会実装 高校生、有志、外部活動 6,7 ☐ (9)手続の理解  
⑩ 4DFF（学会）参加・発表 高校生、教員、総合探究 3,6,11 活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪ サイエンスアゴラ 2025出展（未来新聞・3D 展示） 高校生、有志、30 名 3,6 ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫ 地域課題解決ワークショップ（FAB QUEST連携） 高校生、有志、15 名 1,4 知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬ 高大連携 3D スキャナ技術講座（大正大学） 高校生、有志、10 名 5,8 ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

定期ワークショップの定着によりコアメンバーが約 30 名（当初比約 400%）に拡大し、全校生徒

（中1 全員）への普及も完了したため。さらに、サイエンスアゴラ出展（参加30名）や小学生指導

（参加23 名・講師9 名）など、校内学習から「社会へのアウトプット」へと活動ステージを引き上

げる生徒が多数現れており、目標達成は確実視される。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

活動の広がりと定着： 4 月当初は 7～8 名であったファブラボ（ものづくり活動）のメンバーが、現在では約 30 名に増員した。3D プリンタ等を用
いたワークショップには平均して 1 回あたり 10～20 名が参加し、複数回参加する生徒も多数見られるなど、校内での定着が進んでいる。 
全校生徒への普及： クリスマスオーナメント制作では中学 1 年生全員が 1 人 1 個を作成したほか、全校生徒を対象にイベントを展開し、ものづく
りの楽しさを広く共有した。 
探究の深化と成果： プログラミング×3D プリンタの活動では、現在 10 名の生徒がプロトタイプ制作に着手しており、そのうち 8 名は既に改善フ
ェーズへ移行している。また、生徒の個人活動が外部評価に繋がり、「4DFF」学会において審査員特別賞を受賞するなど、高いレベルでの成果が
生まれている。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ⑨ サイエンスアゴラ 2025 出展（未来新聞・3D 展示・ワークショップ） 

成果内容 
生徒有志がブース運営を行い、来場した一般市民や親子連れに対して、自作の 3D 作品の解説や SF プロトタイピング（未来新聞）のワークショッ
プを提供した。単なる展示に留まらず、科学や技術の楽しさを「伝える」活動を実践した。 

生徒・学生に 
見られた変化 

教室内の制作では得られない「他者からの評価」に直面し、自分のアイデアを相手に伝える表現力（要素 3）と、社会の中での技術の役割（要素
6）を深く理解した。生徒たちは疲労を見せつつも高いモチベーションを維持し、自信を深める様子が見られた。 

その根拠 
過去最大規模となる総勢約 30 名の生徒が運営に参加。終了後の振り返りでは、参加者の 9 割以上が「活動の手応え」と「継続意欲」を示した。ま
た、来場者との対話数が数百件に及び、社会とのリアルな接点を数値として残すことができた。 

課題・反省点 
活動参加者が当初の 7 名から約 30 名へと急増したことに伴い、生徒間の技術レベル（モデリング能力や著作権知識）に個人差が生じている。上級
生が下級生を教えるメンター制度を導入しつつあるが、全員が知財保護の意識を均質に持てるような、体系的な講習機会の確保が課題である。 

今後の展望 
今年度の FAB QUEST（地域課題解決）や大学連携（3D スキャン講座）の成果を活かし、次年度は「コンテスト応募」や「地域貢献」といった 
対外的なプロジェクト学習（PBL）を活動の中心に据える。また、今回の小学生向け講座のような「生徒が教える」機会を定例化し、技術と知財
マインドが持続的に継承されるエコシステムを校内に構築する。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

工学とデザインが知的財産で融合   プログラミング×3D プリンタでものづくり    AI 未来新聞 WS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     高校生が小学生をサポート              みんなでアイデアブレスト中 

 

オリジナルデバイス（マウス）開発の取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「プログラミング×3D プリンタ」によるオリジナルデバイス開発と、 

開発プロセスへの知財情報の活用 

本校のファブラボ活動の集大成として、既製品では満足できない生徒たちが「自分だけの入力
デバイス（マウス・キーボード）」の制作に挑戦した。Fusion360 による筐体設計と、Arduino
等を用いた電子回路制御を組み合わせた高度な探究活動である。 

特筆すべきは、制作プロセスに「先行技術調査」を組み込んだ点である。生徒はアイデア段階
で J-PlatPat を使用し、類似する意匠や特許が存在しないかを調査。「自分たちのアイデアが
新規性を持つか」を確認した上で設計に 
入った。写真は、生徒が手のひらのフィ 
ット感を追求して開発したオリジナルマ 
ウスである。現在、試作 Ver3 で 3D プリ 
ンターによる出力と修正を数十回繰り返し 
ている。そして、今も日々アップデート 
行い、ユーザビリティの向上をしている。 

オリジナルマウスを作成中（プロト ver3） 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 09 学校名 東海大学付属相模高等学校 担当教員名 平田 圭佑 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☐ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☑ その他 （ 著作権                ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知的財産権・産業財産権について学ぶ 高 1 学年での講座 5,6,7,8,10,11,12 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 身の回りの商品を調べる 高 1 グループごとの活動 2,3,4,5,6,8,11 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 企業および商品を紹介するクラス発表 高 1 クラスごとの開催 2,3,4,5,6,7,8,11 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 商品開発広報のプロから学ぶ講座 高 1 学年での講座 2,3,4,5,6,7,8,11 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ 技術開発の現場スタッフから学ぶ講座 高 1 学年での講座 2,3,4,5,6,7,8,11 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ 商品開発プロジェクト 高 1 グループごとの活動 2,3,4,5,6,7,8,11 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 商品開発プロジェクト中間発表 高 1 クラスごとの開催 2,3,4,5,6,7,8,11 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 商品開発プロジェクトクラス発表 高 1 クラスごとの開催 2,3,4,5,6,7,8,11 ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ 商品開発プロジェクト学年発表 高 1 学年での開催 1,3,5,6,7,11, ☐ (9)手続の理解  
⑩ 論文作成講座 高 3 学年での講座 2,4,7,8,9,10 活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪ 文献検索と引用の手続き指導 高 3 でのゼミごとの講座 2,4,7,8,9,10 ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫ 著作権について学ぶ 高２学年での講座 6,7,8,12 知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬ 建学祭での看板作成 高 3 クラスごとの活動 1,3,4,5,6 ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

知的学習 13 項目のうち、11 項目を行える予定であるため。 

取組の状況 
具体的な数値を用い
て 
記載をお願いします 

高１で「産業財産権」、高２で「著作権」、高 3 で「著作権・商標」とすみ分けて学習を行った。高 1 では特に学校設定科目「現代文明論」にお
いて導入を 1 時間、既製品の調べ学習および発表を 5 時間、外部講師による講座を 2 時間、現代文明の諸問題を解決する新商品の開発および発表
を 15 時間設定し、昨年度に比べて長い時間をかけて知的財産教育をはかることができた。外部講師には、昨年も講師としてお招きした「サンコー
株式会社」の広報の方をお呼びし、新商品についてのお話をいただいた。また、INPIT の企業リストから「キャノン株式会社」の知的財産法務本部
の方をご紹介いただき、同じくご講演をいただいた。企業内にある知財部という部署の仕事や弁理士という職種について丁寧に説明していただい
たので、生徒の進路関係についても効果があったように感じられた。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容  ③ 

成果内容 
 生徒が普段購入して使っている商品等をピックアップし、そのライバル商品となるものとを比較して、それぞれの商品の個性（≒知的財産）を
探る。比較対象は、商標と意匠を中心にフォーカスし、ポスターを使ったプレゼン発表を行うことができた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

お菓子などは購入して、生徒自身が重さや大きさ、内容量を測定したり、実際に食べてみて、口の中で溶ける速さや飲み込むスピード等を調べた
ことで、また、パッケージや社名・商品名に着目することで、後期での商品開発に向けて大きく参考になった。 

その根拠  発表に使うポスターの内容に表やグラフが使われており、商品のスペックを定量的に扱っていたため。 

課題・反省点  商品を実際に買うために、金額的にも時間的にも負担をかけてしまった。持続的なカリキュラムにするためにも新しい案が必要である。 

今後の展望  商品ジャンルをあらかじめ分類・リスト化することで、クラスごとの導入部分をスムーズにできると考えている。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

（写真 1）商品比較のポスター  （写真 2）商品比較のポスター  （写真 3）商品開発の中間ポスター 

 

 

 

（写真４）商品比較発表の様子  （写真５）商品比較発表の様子 

 

                                             （写真 6）外部講師の講演 

 

 

（写真 7）商品比較発表の様子  （写真 8）商品比較発表の様子 

 

 

 

 

 

（特記すべき取組と成果） 

 

 
現代文明の諸問題を解決するための商品開発について 
 今年度は、前期で実際にある商品（一部は映画などの著作権に関わるコンテンツも含む）
に着目し、会社のロゴや商品名、あるいはバリエーションについて調べさせ、各メーカーが
どのようにアイデアを絞り、自社製品をブランド化しているのかを探らせることを裏テーマ
としていた。これにより後期の商品開発においては、生徒が自身のグループを架空の会社と
定義し、どのようにして他社と差別化するのか、先行する既製品に対して商標権や意匠権を
侵害させないように知恵を絞っていた。また、生徒が作成したイラストを生成ＡＩを使って
立体化し、スライサーアプリと３Ｄプリンターを活用して、グループのロゴをキーホルダー
サイズに出力することができた。生徒は、製品そのものを実際に作ることできなかった分、
架空会社の一員として商品開発をしているイメージを持つことできたのではと考えている。
後期のテーマは、「現代文明の諸問題を解決する商品の開発」であったが、「問題点の洗い
出し」、「アイデアの創出」、「商品のイメージ化」を進めることで、生徒の知的財産に関
する興味・関心を高めることができたと思われる。今後は、高 2 での総合的な学習（探究）
がスタートするため、段階を経て知的財産に関する知識の習得も進めていきたい。一方で、
年度当初に、実際の企業にアポイントを取って、現地の様子や生徒が考えたアイデアを元に
外注で作ってもらう計画案もあったが、本校の生徒数と準備の部分での問題も多く、実現化
するにはまだまだ工夫が必要であることが分かった。知的財産教育に関わる教員の数と教員
自体の指導スキル向上はまだ発展途上である。 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 10  学校名 立花学園高等学校 担当教員名 田中圭 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☐ 特許・実用   ☐ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （ 著作権               ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知的財産の基礎講習と探究アイデアの知財的なブラッシュアップ 2 年生 全コース生徒 1,3.7 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 地域連携による商品開発・アイデア提案 本校課外活動組織 松田町盛り上げ隊 1,3,5.6 ☐ (2)情報を利用する能力 
➂ DX 機器を用いた、アイデア出力プログラム 本校有志の生徒 1,5,10, ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 本校マスコットキャラクター「たちばニャン」の商標登録 本校有志の生徒 4,7,9,10,12 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤    ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☐ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☑ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☐ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

①知的財産に関する基礎的理解の共有、②探究・創作活動と結び付けた実践
的理解、③教員を含めた学校全体への定着、という段目標を設定していた。
このうち、①・②については一部の生徒で実施。③は未達。設定した段階の
部分的到達にとどまり、達成度は約７割と判断した。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・キーマカレーのレトルトパウチ試作や原料の収穫アロマオイルの抽出・アロマスプレーの販売を通じて、商品化と知的財産との関係を体験的に
学習した。（写真 1,2,3,4） 
・「丹沢大山茶」を題材に、企業と松田町と連携しブランドや商標に関する学習を 1 回実施した。あと 2 回実施予定。（写真 5,6） 
・アドバイザーによる、知的財産と探究学習のアイデアを結び付けた授業を 1 回実施した。（写真 7） 
・弁理士を招き、知的財産権全般に加え、著作権・商標権・商標出願についてのセミナーを実施した。あと 1 回実施予定。（写真 8） 
・外部講師を招いて、3D プリンターの出力体験とともに、クリエイティブ・コモンズやパブリックドメインに関するセミナーを 1 回実施した。
（写真 9） 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ④ 本校マスコットキャラクター「たちばニャン」の商標登録 

成果内容 
・「たちばニャン」を題材に、知的財産トラブルをテーマとした動画を弁理士に制作していただき、著作権や商標権の侵害を身近な事例として理
解することができた。知的財産を「守るべき制度」として意識する生徒が増え、あらゆる創作活動と知財を結び付けて考える姿勢が生まれた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・著作権と商標権の違いや、権利として守れる範囲、商標の区分や出願の考え方について理解を深めた。 
・これまで著作権や商標権を意識することのなかった生徒において、創作物やアイデアに対して知的財産の視点で考える意識が高まった。 

その根拠 

知財教育セミナー後のアンケート（回答者 18 名）では、満足度について「満足」8 名（44％）、「やや満足」7 名（39％）と、全体の約 8 割以上
（83％）が肯定的に評価していた。知的財産権全般に関する理解については、「とても深まった」9 名（50％）深まった」9 名（50％） 
と、全員が理解の向上を実感している。分野別に見ると、著作権に関する理解では、「とても深まった」9名（50％）、「深まった」9名（50％） 
商標権に関する理解では、「深まった」13 名（72％）、「とても深まった」4 名（22％）出願に関する理解では、「深まった」12 名（67％）、
「とても深まった」5 名（28％）となり、商標や出願といった専門性の高い内容についても、約 9 割以上の生徒が理解の深まりを実感していた。 

課題・反省点 
既存の年間指導計画や探究学習に知財教育を組み込んだため、十分な学習時間を確保することが難しく、有志の生徒を対象とした取組も限られた
時間での実施となった。知的財産は商業分野に関わるものというイメージが強く、年度当初は既存の教材や探究学習と結び付ける具体的なイメー
ジを持つことができず、指導内容の設計に戸惑いが生じた。 

今後の展望 
普通科においても実践可能であることを踏まえ、今後は探究活動の開始段階で著作権や引用の基礎を学ぶ機会を設けるとともに、クラス T シャツ
制作や文化祭での販売活動においても知財の視点を取り入れ、生徒・教員が共通の意識をもって取り組む姿勢を学校文化として定着させていきた
い。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 写真 2 写真 3 

写真 4 写真 5 写真 6 

写真 7 写真 8 写真 9 

たちばニャンの商標登録プロジェクト 
本校マスコット「たちばニャン」の商標登録に関する取組は、文化祭において生徒のアイデアにより
「たちばニャン」のフレークシールを制作したことをきっかけに始まった。制作過程の中で、「これが
真似されたらどうなるのか」「第三者に勝手に使われたら問題ではないか」といった疑問が自生まれ、
身近な創作活動と知的財産との関係に対する関心が高まった。 
 そこで、マスコットキャラクターをどのように保護すべきかを考え、「商標として守る」という視点
に至った。横浜弁理士事務所の佐々木弁理士を招いて知財教育セミナーを実施し、文化祭を舞台に「た
ちばニャン vs たらばニャソ」という架空の事例を用いながら、著作権と商標権の違いや、侵害が生じ
る考え方についてエンターテインメント性を持たせて学習した。 
 さらに、質疑応答を通して、商標権で保護できる範囲や、著作権の有効性をどのように証明するかと
いった制度の実際について理解を深めた。これらの取組を通じて、生徒は知的財産を単なる知識として
学ぶのではなく、自分たちの創作物やアイデアを守るために活用する実践的な道具として捉えるように
なった。 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 11 学校名 福井県立高志高等学校 担当教員名 山﨑 秀樹 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☐ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☐ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 分かりやすく説明しよう➀ 探究創造科１年・選択美術（4～9 月） 1,2,3,4,6,11 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 分かりやすく説明しよう② 探究創造科１年・選択美術（9 月） 2,3,6,7,9 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 知的財産権とは何か？ 探究創造科１年・課題研究（9 月） 6,7,9,10,12,13 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 知的財産権はどのように 

守られているか？ 
探究創造科１年・課題研究（９月） 1,2,3 ☑ (4)観察力を鍛える 

⑤ 
企業・研究機関研修 

探究創造科１年，理数創造科２年 

・校外研修（7 月） 
4,5,6,8,11 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 

⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☑ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・美術科教員や弁理士を中心とした知財学習の実施により、デザインパテントコ
ンテスト応募者は66件、パテントコンテスト応募者は５件と計71件（R6・70
件）に上り、うち一次選考通過は９件（R6・５件）、最終選考通過者は４件
（R6・２件）と、昨年度より増加した。また、コンテスト応募に向け、応募
書類の文章力や作図等の表現の向上が見られた。 

・選択美術における弁理士による知財に関する講義後のアンケートでは、「講義
内容を理解できた」と回答した者が８割以上であった。 

・課題研究の一環として、弁理士による知財学習を実施。事後アンケート等から
「知財への理解が深まった」と回答した者が９割近くあった。また、「知財の
重要性を理解できた」と回答した者は 7 割程度であった。 

取組の状況 
具体的な数値を用い
て 
記載をお願いします 

【探究創造科１年（66 人）・選択美術での取組状況】 
・美術科教員によるアイデア発想授業、試作品づくり(4 月～7 月) 
・J-Plat-Pat を活用した先行意匠・特許の調査、応募用紙の書き方授業、添削(5 月～9 月) 
・弁理士による計２回(1 回目：５月・写真１、2 回目：9 月・写真２)の講演会※１回目の講師招聘は本事業外 
・作図のデジタル化への取り組み(本校では R７年度より実施・写真３) 
・東京での表彰式および受賞者交流会への参加(3 月予定) 

 
【探究創造科１年（236 人）・課題研究での取組状況】 

・弁理士による講演を実施（9 月） 
 
【探究創造科１年・理数創造科 2 年（計 31 人）・校外研修での取組状況】 

・自然科学研究機構核融合科学研究所やトヨタ会館、名古屋大学にて、研究開発の概要と知財の取扱いについての講義を受講（7 月・写真 4） 
 
 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 3-1 分かりやすく説明しよう➀ 
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成果内容 
・昨年度以前は、コンテスト応募に記載する作図の 9 割以上が手描きであったが、本年度からすべての生徒がデジタル画面での作図に挑戦した。 
・美術選択者全員(66 名)がデザインパテントコンテスト、うち 5 名がパテントコンテストにも応募した。 
・デザインパテントコンテストの一次選考通過者は 7 名、うち 4 名が優秀賞を受賞した。パテントコンテストの一次選考通過者は 2 名であった。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・生活の中の困り感を観察する視点の持ち方、新規性があり困り感を解消する方法のアイデア出し、自分のアイデアを他者に明確に伝える文書作 
成方法の重要性の理解が深まった。 

・応募に必要な書類に記載する作品の図では、デジタル作図移行後、作図スピードの向上や明瞭度の高まり、手直しのしやすさも向上した。 

その根拠 
・授業中の生徒の反応(発言や様子等)、弁理士による講評 
・知財講演の事後アンケートで、知財について概ね理解できた生徒の割合が 85％。 

課題・反省点 ・他教科及び 2 年次以降の課題研究での知財学習へつなげる取り組み体制の整備。 

今後の展望 
・解決したい困り感が決められない、自他の困り感を自覚したり、共感・想像したりすることに困難を示す生徒への手立ての充実化。 
・地域企業と連携した商品開発をテーマとした課題研究に取り組む２年生に特化した知財学習機会を設定する。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 

＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

(写真１)弁理士による事前セミナー (５月)        (写真２)弁理士による知財講演 (９月) 

 

 

 

 

 

(写真３) タブレット端末による作図          (写真４)企業・研究機関研修（７月） 

パテントコンテストへの作品応募への取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

パテントコンテストへの挑戦 
 

本校では例年、１年生の美術選択者を対象に、 
デザインパテントコンテスト、パテントコンテスト 
への作品応募に取り組んでいる。 

美術教員によるアイデア発想授業や J-Plat-Pat を 
活用した先行意匠・特許の調査に加え、弁理士の方 
を講師に迎えたセミナーや講演会を行い、応募する 
作品の完成度を高めている。更に今年度は応募作品 
を説明する作図のデジタル化に挑戦し、作品完成ま 
での効率アップにも取り組んだ。 

その結果、デザインパテントコンテストにおいて 
４件が優秀賞を受賞した。 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 12 学校名 三重県立津西高等学校 担当教員名 服部みふみ 髙岡弘典 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☐ 意匠   ☐ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知財入門講演会 1 年全員・総探 1 コマ 6･7･8･12･13 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ プレゼン講演会 1 年全員・総探 2 コマ 1･2･3･4 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 「日経 STEAM2025 シンポジウム」への参加 探究サークル 1･2･3･4 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 「知財を知る」ための企業見学会 国際科学科 1 年全員・総探 6･7･8･11 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ 事前(6 月)・事後（12 月）アンケート 国際科学科 1 年全員・総探 7 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ 「パテントコンテスト」への応募 国際科学科 2 年有志・課題研究 1･2･3･8･11 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 弁理士と学ぶ「リーガルマインド」 国際科学科・普通科 2 年有志・課題研究 6･7･8･12･13 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 「ボードゲーム」で学ぶ知財の活用 国際科学科・普通科 2 年有志・課題研究 7･10･11 ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ 地元の技術系企業と連携した課題研究 国際科学科・普通科 2 年有志・課題研究 1･3･4･5･11 ☐ (9)手続の理解  
⑩ 地元企業との商品開発 国際科学科・普通科 2 年有志・課題研究 1･3･4･6･11 活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

上記の取組について、実施初年度ということもあり、やや表層的に終わった
感も否めないが、計画したことについては、広範囲にわたり多様な形で概ね
取り組めたから。 
 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

INPIT三重の担当者、弁理士、地元のラジオアナウンサーなどの外部講師の招聘（①･②･⑦）、日経STEAM2025シンポジウム、発明体験ワークショップ、

パテントコンテストなど外部研修・コンテスト等への生徒参加（③･④･⑥･⑨･⑩）、「ヤマモリ」｢LIXIL｣「村田製作所」など地元の外部企業との連
携（④･⑨･⑩）といった、本校の探究学習の特徴である「外部との連携」という強みを活かした取組が多種多様な形で実現できた。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ④「知財を知る」ための企業見学 

成果内容 
国際科学科 1 年全員について、12 月 15 日に貸切バスを使って、地元の知財に関わりのある企業 2 社（「ヤマモリ株式会社」「太陽化学株式会
社」）を一日がかりで訪問し、知財に関する独自の技術（特許取得）やその権利保護などについて企業の担当者の方からご講演頂いた。実施10日
前に 1 時間程度の事前学習を行ったこともあり、講演後の質疑応答では活発なやり取りがあった。 

生徒・学生に 
見られた変化 

事後アンケートでは、参加生徒 78 名のうち、98％が今回の企業見学は自分にとって良い学習に機会になったと回答。また、「生活の中で、特許
権･意匠権を意識することがあるか」という質問に対しては、6 月のアンケでは「ある」が 20 人だったのに対し、今回は 39 人と全体の半数にまで
増加した。 

その根拠 
記述アンケートの中で、「特許権や、商標権などを認めてもらうための具体的な方法を知りたい」「ヤマモリさんの話を聞いて、特許の種類につ
いて、ものだけでなく、ものを作るプロセスも特許を取れることや、特許は会社を守るために取っていることを知り、興味を持ったから」など、
知財についてもっと詳しく知りたいといった具体的な回答が（前回は見られなかったが）多く見られるようになったから。 

課題・反省点 
知財については専門性が高いため、企業の方などに講演内容をお任せする割合が高くなりがちであったことにより、本校生徒の興味関心を充分引
き出せたかは課題が残る。ただ、アンケートの記述内容から、知財学習への意欲を高めることができたようには感じるので、この高まりを 2 年次
での課題研究に繋げていきたい。 

今後の展望 
2 年次では課題研究に関わって、パテントコンテストやビジネスコンテストへの参加機会があるので、本年度より多くの生徒を参加させ、より質
の高い成果を目指したい。特に本年度の知財に関わる研究を新 2 年生に継承発展させた形で取り組ませる工夫を増やしたい。1 年次では今年度の
取組をよりブラッシュアップさせ、体系的に知財学習に取り組める体制を構築し、生徒の興味関心を高めたい。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

（写真 1） 知財入門講演会     （写真 2）プレゼン講演会    （写真 3）バスでの企業見学会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （表 1）1 学年の知財学習の実績         （グラフ 1）知財学習の成果（指導前後の比較） 

 

初めて知財学習を行う中で、最も重視し、成果のあった取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「知財を知る」ための企業見学会の開催 

 
国際科学科 1 年全員について、12 月 15 日に貸切バスを使って、地元の知財に関わりのある

企業 2 社（「ヤマモリ株式会社」「太陽化学株式会社」）を一日がかりで訪問し、知財に関す
る独自の技術（特許取得）やその権利保護などに                     
ついて企業の担当者の方からご講演頂いた。実施                     
前に 1 時間程度の事前学習を行ったこともあり、                    
講演後の質疑応答では活発なやり取りがあった。 

 
記述アンケートの中で、「特許権や、商標権等を                   

認めてもらうための具体的な方法を知りたい」「特許                    
の種類について、ものだけでなく、ものを作るプロセス                     
も特許を取れることや、特許は会社を守るために                    
取っていることを知り、興味を持った」など、知財                    
についてもっと詳しく知りたいといった具体的な                    
回答が多く見られるようになった。 

独自技術に関心を示す生徒 

事前（6 月）   事後（12 月） 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 13 学校名 岡山県立岡山芳泉高等学校 担当教員名 鳥取海峰 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☐ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 企業訪問（内山工業赤坂研究所） １～３年次希望者 4,6,7,8,10,11,12 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 企業訪問（季譜の里） １～３年次希望者 4,6,7,8,10,11,12 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 大学教授講演会（山口大学） １～３年次希望者 6,7,8,10,11,12,13 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 総合的な探究の時間（J-Platpat 利用） 2 年次 2,4 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ 総合的な探究の時間（個人探究） 2 年次 2,3,4,6,7,8,10,11 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ 総合的な探究の時間（発表会） 2 年次 1,2 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 総合的な探究の時間（発想法 TRIZ） 1 年次 1,2,3,4 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 

   ☑ 
(8)技術等と権利の対応関係を把握する能

力 
⑨    ☐ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・1 年次生向けの取組が、弁理士の講演ではなく、TRIZ の活用になった 
・企業訪問を増やすことでそれぞれの分野の知財の認識の具体性が高まった
(認識の変化度合い 特許 3.9、商標 4.2(５点法)） 
・パテントコンテストへの応募につながらなかった。 

取組の状況 
具体的な数値を用い
て 
記載をお願いします 

・昨年度からの継続と、夏の研究会での TRIZ 活用アイデアとを使い、総合的な探究の時間の内容の充実（2 年次：著作物の利用、特許等の検索、1
年次：TRIZ 発想法を利用した探究活動のアイデア出し）を行うことができた。 
・企業訪問を１社から２社に増やし、特許を学ぶ企業訪問と商標の利用を学ぶ企業訪問を企画することができた。事前の調査で知財について社会
の中でどのように使われているかを知っている生徒が 52％程度いたが、企業訪問後での認識の変化度合いを聞いた質問（大きく変化した(5 点)、変
化しなかった(1 点)）で、企業訪問（内山工業）で 3.9、企業訪問（季譜の里）で 4,2 と、座学の知識が生きた知識に変化したと考えられる。 
・講演会の日程調整ができず、1 年次生向けの取組を変更した。パテントコンテストへの応募を呼びかけたが、応募につながらなかった。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ②企業訪問（季譜の里） 

成果内容 
・岡山県内の温泉旅館である「季譜の里」に協力いただき、商標活用事例を学ぶ企業訪問を実現させることができた。 
・温泉街を散策して、そこでの学びをスライドにしてプレゼンするなど、生徒が活動的に学ぶことができた。 
・「商標活用などを利用した地域おこしについて大学で学びたい」という志望理由につながった生徒がいる。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・教科「情報Ⅰ」や「総合的な探究の時間」の授業で得た知識を、実際に体験を通して学ぶことができた。 
・この取組を通して、商標が活用されて地域の産品を守ることにもつながっていることを理解した生徒が多くいた。 

その根拠 
・今回の取組を通して商標に関する認識が変わったかを問うアンケート（５：大きく変化した、１：変化しなかった）で、参加者平均 4.2 となっ
た。教科の授業等（情報Ⅰなど）で学習した知識が、具体的に活用されている事例を学ぶことで生きた知識になったと考えられる。 
・自由記述での回答で「商標登録やブランド化をすることで、地域活性化につながっている」ことを記述している生徒が 60％いた。 

課題・反省点 
・知的財産に関する学習は１～3 年次希望者と 2 年次生全体を中心に展開し、1 年次生を対象とした取組が少なかった。 
・パテントコンテストの応募を呼びかけたが、応募につながらなかった。 

今後の展望 
・総合的な探究の時間での個別の探究課題に関連することを充実させ、地域の企業を知り、その活動にも知財が生きていることを学習したい。 
・著作物を適切に利用することや、志望分野を見据えて知財の活用がされている現場を見ることといった活動を増やす。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 企業訪問（内山工業） 

 

 

 

 

 

 

 

写真２−１ 企業訪問（季譜の

里）温泉街散策 

 

 

 

 

 

 

 

写真２−２ 企業訪問（季譜の

里）散策結果プレゼンテーショ

ン 

 

 

 

 

資料１ 1 年次生向け TRIZ 利用

スライド（生成AI利用） 

 

 

 

 

写真３ 山口大学講師による 

知的財産入門講座 

 

 

 

 

写真４ 南公民館での探究発
表会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○企業の取組を知り、地域への理解を深める 
今年度、企業訪問を２件企画し、実施することができた。 
１件は自動車関連の部品を製造している企業の研究所の訪問であり、企業の知財部の人たちの働

き方や企業が特許をどのように活用しているのかについて学んだ。もう１件は温泉旅館への訪問で
あり、地域の産物を商標登録することやそれをブランドとして地域活性化を進めている様子を学ん
だ。 
 普通科高校として、日々の学習は大学入試に関連するものが多くなる中で、大学進学の先のキャ
リアプランとして、理系の大学院を修了して研究職として企業の知財部で研究開発する姿や、大学
卒業ののち企業に就職して地域活性化を進めていく姿などを見ることの意義が非常に大きいと感じ
ている。探究的な学びが多くなる中で、自分の好きなことを突き詰めていくことができるため、好
きなものの先に何があるのかを生徒が知る機会をどのようにつくるのかが、生徒の学習動機にもな
り、志望に向けた取組として繋がっていると考えられる。 

また、この取組は生徒の地域への理解を深める取組にもなっている。「地域にこんな取組をして
いる企業がある！」ということに気づき、将来はこんな取組をしてみたいと考える生徒が出てきて
いる。３年次生は昨年から知財力開発校支援事業に取組み始めているのだが、「知財についての学
びを深めたい」「大学院への進学を考えたい」と大学入試の志望理由に企業訪問の内容を盛り込む
生徒が出てきている。 
 地域への理解を深めて、大学進学。その先に、地域を活性化するような人材になってくれること
を期待している。 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 14 学校名 学校法人鶴学園 広島工業大学高等学校 担当教員名 平原 豪人 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☐ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☐ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知財面からの発想法ワークショップ K-STEAM 類型 2 年・STEAMⅡ 1,2,5,12 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 外部コンテスト参加_事前学習 K-STEAM 類型 2 年・STEAMⅡ 7,9,10 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 同_オリエンテーション K-STEAM 類型 2 年・STEAMⅡ 7,9,10 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 同_デジタル工房を使用した試作 K-STEAM 類型 2 年・STEAMⅡ 1,2,3,7 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ 同_中間発表会/アイデアの練り直し K-STEAM 類型 2 年・STEAMⅡ 1,2,3,7 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ 同_本製作/コンテスト応募書類準備 K-STEAM 類型 2 年・STEAMⅡ 1,2,3,7 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ ノベルティグッズを作ろう_概要説明 K-STEAM 類型 2 年・STEAMⅡ 67,8,10,11 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 同_製作物試作 K-STEAM 類型 2 年・STEAMⅡ 2,3,4,6,7,8 ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ 同_中間報告会 K-STEAM 類型 2 年・STEAMⅡ 2,3,4,6,7,8 ☑ (9)手続の理解  
⑩ 同_本製作 K-STEAM 類型 2 年・STEAMⅡ 2,3,4,6,7,8 活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪ 同_コンテスト K-STEAM 類型 2 年・STEAMⅡ 3,6,7,8,10,11 ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

ほぼ達成（9 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

①において 9 割以上の生徒が「6 割以上の内容を理解できた」と回答した 
②~⑥において，合計 62 名が外部コンテストに応募(全体の 9 割以上)した 
⑦～⑪において，知財権を意識しながら製作を行った生徒が 8 割を超えた 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・今年度は外部コンテスト授業の⑤中間発表会と絡めて，①の講演を実施した。試作を行った自作品に対して J-PlatPat なども用いながら，講演内
容を元に改善案アイデア出しワークショップを行い，自作品のブラッシュアップを進めることができた。授業に参加した全生徒が，試作品から 1
か所以上の改善を加え，最終作品として仕上げることができた。さらに，目標を大幅に超える 62 名が，外部コンテストへの応募を行った。 
・「ノベルティグッズを作ろう」について，知財権を意識したものづくり（グッズ製作）を行う経験を，生徒に積ませることができた 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ②～⑥ 外部コンテスト参加 

成果内容 
・発明くふう展に 61 点，パテントコンテストに 1 点，合計 62 点の応募を行った(全生徒の 9 割以上，目標の 2 倍の数値) 
・発明くふう展において 6 作品が入賞した。うち 1 点は全国展の審査中である。 
・8 割以上の生徒が「J-PlatPat を使用して作品アイデアの新規性について検証を行った」と回答した 

生徒・学生に 
見られた変化 

・アイデアの新規性を確認する際に J-PlatPat を用いる手法を紹介したことで，8 割の生徒が実際に使用して自作品の検証を実施した 
・作品の中間発表会時に①の講演会を実施し，知財学習を受けた上で改善案を出すワークショップを実施した。その結果，全生徒が試作を複数回
実施し，改善によるクオリティの向上や知財面に配慮した変更もみられた 

その根拠 
・事後アンケートの結果 
・発明くふう展の結果 

課題・反省点 
2 年間実施してきた 2 年生の授業カリキュラムについては一定の成果を感じることができた。しかし，事業対象になっていない他学年に対して
は，知財学習を授業カリキュラム内に十分に落とし込めていない。 

今後の展望 
本校では 1 年生から 3 年生まで，デジタルファブリケーション機器を用いたものづくりを実施している。現在 2 年生で実施している知財学習を 
1 年生から実施するカリキュラム構築を進める 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

● 取組１ 知財面からの発想法ワークショップ 

   

外部講師講演会 改善アイデアワークショップ 生徒同士で改善提案 

● 取組２外部コンテスト参加 

   

事前学習 製作時の様子 全生徒の作品 

● 取組 3 ノベルティグッズを作ろう 

   

外部講師講演会 作品アイデア共有会 作品一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組 2：外部コンテスト参加 
5 月から 9 月にかけて実施した本取組では， 
パテントコンテストや児童生徒発明くふう展など， 
ものづくりに関する外部コンテストへの参加を想定して 
授業を実施した。 
本校 K-STEAM 類型が誇る校内デジタル工房の機器を 
使用して，作品づくりを行うことを条件に加えている。 
 
昨年度は，全体の約 2 割の生徒が外部コンテストに 
応募することができた。しかし初の試みということも 
あり，十分な知財学習を実施できなかった。 
昨年度の反省を活かし，今年度は授業カリキュラムの 
全面的な見直しを行ったことで，事前想定を超える 
成果を挙げることができた。  
知財学習の浸透，応募作品数の大幅増加，入賞作品数の 
増加，試作・改善・再製作の流れの確立など，授業 
カリキュラムとして完成したと考えている。 

Ⅱ-32



 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 15 学校名 野田学園中学・高等学校 担当教員名 井町吉寿 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☐ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ オンライン知財セミナー 希望生徒（４名） 6,7,8,11,12 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 出前講義「知財入門」  ４・５年探究コース 1,6,7,8,11 ☐ (2)情報を利用する能力 
➂ ものづくりＤＸ探究塾 

インフォメーションデザ
イン部 地域の小学生 1,3,7 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 

④ 発明体験ワークショップ 希望生徒（１名） 1,3,9,12 ☐ (4)観察力を鍛える 
⑤ ＤＸスペース書架への知財学習コーナーの設置 全校生徒 1,6,7,11,12 ☐ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ 出前講義「医療と知的財産」 ４・５年医進コース 6,7,8,11 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 大学知的財産センター及び関連企業訪問 ４・５年探究コース 6,7,8,11,12 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☑ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☐ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

初年度のため何もかもが手探り状態での実践となったが、「知財」を知り興
味関心をもつということに関しては、およそ９割の生徒が目標に到達したと
言える。一方で計画通りに実施できなかった取組もあり、次年度に向けて計
画の再構築が必要である。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

①オンライン知財セミナー ４名参加 ②出前講義「知財入門」 山口大学の陳内先生の講義(写真２-①) およそ４５％の生徒が知財に対して高
い関心を示す ③ものづくりＤＸ探究塾(写真１)地元の小学生２５組が参加 インフォメーションデザイン部の生徒がものづくり指導  ④発明体
験ワークショップ １名参加 パテントコンテストに応募 ⑤ＤＸスペース書架への知財学習コーナーの設置 ２０冊知財関連の書籍を購入 ⑥出
前講義「医療と知的財産」 山口大学の足立先生の講義(写真２-②) ⑦大学知的財産センター及び関連企業訪問(写真３) およそ８８％の生徒が
知財に対して高い関心を示す(グラフ１) 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ⑦大学知的財産センター及び関連企業訪問 

成果内容 
大学の知的財産センターにおいて、研究成果が知的財産として権利化され、社会実装や産学連携につながっていく流れを学んだ。さらに、関連企
業（工場等）の見学を通して、技術やノウハウが競争力を支え、それを保護・活用することが製品や事業の価値に直結することを理解した。これ
らにより、知財が「現場で機能する仕組み」であることを具体的に捉える学習機会となった。 

生徒・学生に 
見られた変化 

知財を「聞いたことのある用語」として捉える段階から、「研究・製造・事業の中で必要とされるもの」として具体的に理解する段階へと意識が
進んだ。また、自分たちの探究活動や成果物についても、価値を守り活かす視点（著作権や権利処理、表現の工夫等）を意識して考える生徒が増
え、知財への関心と学びの深まりが見られた。 

その根拠 
訪問後の振り返りアンケートにおいて、知財への理解・関心に関する回答が高まっていることが確認できた。あわせて、探究学習で著作権等の知
財を題材にした発表が行われるなど、学びがアウトプットに結び付いた事例も見られ、訪問で得た気づきが探究活動へ波及したことがうかがえ
る。 

課題・反省点 
初年度の取組として、知財の基礎理解から現場体験（大学・企業見学）へつなぐ学習線は構築でき、生徒の意識変容を一定程度確認できた一方、
取組の一部は十分に実施できなかった。また、学びを外部コンテスト応募等の挑戦へつなげる段階では、取組が個別の生徒の意欲に依存しやす
く、横展開の仕組み（テーマ設定支援、伴走、応募までの工程化等）が十分に整っていない点も反省点として挙げられる。 

今後の展望 

次年度は「入門（知財の基礎）→関心喚起（身近な知財・書籍・ワークショップ）→現場理解（大学・企業見学）→探究」の学習線を年間に位置
付け、その中でパテントコンテスト等に複数名が挑戦できるように支援手順を整備する。具体的には、今年度生まれた応募の事例をモデルケース
として共有し、挑戦者の裾野を広げる。加えて、未実施となった取組については早期に関係機関と調整を開始し、実施時期の再配置により年度内
実施を確実にする。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 
 
 
 
 

 
（写真１）ものづくりＤＸ探究塾 

 

 
 
 
 
 

 
（写真２）出前講義 

 

 
 
 
 

 
(写真３)大学知的財産センター及び関連企業訪問 

 

 

６月（知財入門講
座後）アンケート
と 11 月（大学・
企業訪問後）アン
ケートを比較する
と、知財に関する
興味関心や知識理
解の到達レベル
「４」以上の割合
は 44.7％ か ら
87.8％ へ 増 加 し
た。講義・見学 

等の学習を通して、知財への関心・理解が全体と
して高まり、肯定的な回答が増加したことが数値
から示された。 

(グラフ１)生徒の変容（探究コース 4･5 年  6 月→11 月） 
 

 
探究学習発表会の取組について  

次年度へのブレイクスルーとなるか 
今年度、発明体験ワークショップに参加した生徒が、自身のアイデアを具体化し、パテント
コンテストへ応募した。さらに探究学習では、生成ＡＩが作る音楽と著作権の関係をテーマ
に、ＡＩが付加する伴奏部分の扱いや作品全体の権利の考え方を整理し、発表としてまとめ
上げた。この成果は校内の探究学習発表会において最優秀発表者賞「探究大賞」の受賞につ
ながり、知財の学びが「知る段階」から「考え、創り、発信する段階」へ展開し得ることを
示した象徴的な事例となった。初年度は手探
りの実践であったが、講義・体験・探究・発
表が一つの線として結び付いたことで、生徒
が知財を現実の課題として捉える可能性が開
けたと言える。次年度はこの事例を起点に、
知財に興味を持つ生徒の新たな挑戦が複数生
まれるよう、支援の仕組みを整え、挑戦者の
裾野を広げていきたい。 

 

 

デジタルものづく
りについての説明
を中高生が小学生
に行う 

作品作りをサポート
しながら、知財につ
いても説明する 

UBE 株式会社 
「U-Square」 

 
企業の製品開発と
知財保護について
学ぶ 

山口大学工学部 
知財センター 
 
大学における知財
の保護や活用につ
いて学ぶ 
 

②「医療と知的財産」 
山口大学 足立先生 

①「知財入門講座」 
山口大学 陳内先生 

Ⅱ-34



 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 16 学校名 徳島市立高等学校 担当教員名 粟田 一也 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☐ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☐ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 理数科セミナー（京都） 理数科 1,2,3,4,5,6,8 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 理数探究Ⅱ 理数科 1,2,3,4,5, ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 徳島 innovation 普通科 1,3,5,6,7 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④    ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤    ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☐ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☐ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☐ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☐ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

普通科において，新しいものがいくつか生み出せた。 
理数科において，研究者からの助言や新しい大会への参加があった。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

普通科では学校側が用意した産学官連携が 9 社、それ以外にオリジナルチームでも 8 社ほどと連携予定。現在は，40／80 チームぐらいが連携し
ているが，60／80 の校外連携を目標としたい。 

理数科では今年度５つの研究発表会にエントリーしている。8 班それぞれに発表の機会は設けられているが，10 大会を目標とし，大学・研究機
関等との連携を進めたい。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ③徳島 innovation 

成果内容 学校キャラクターの作成 

生徒・学生に 
見られた変化 

キャラクターの作成過程をプロから学ぶことで，明確な目的を持って，今までに無いものを作っていこうという姿勢が見られた。 
またその過程の中で，著作権や生成 AI について考えることができた。 

その根拠 安易な AI の使用が無くなった。 

課題・反省点 キャラクターの作成に思ったより時間がかかり，実際に意匠登録や商標登録して，具体的なグッズ展開するのは来年度になりそうである。 

今後の展望 今年度のキャラクター作成を次年度の学年有志が引き継ぎ，作成から運用にあたる部分を探究させたいと考えている。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

発表風景理数探究   理数探究での実験の様子 

 

 

 

 

 

 

 

サイエンスメンタープログラムの活用 

                            雨滴発電の発表ポスター（指導前後の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島 innovation の取組について 

写真 

学校キャラクターの作成（dwarf と産学連携）    キャラクター案↓ 

産官学連携の 3 年目。東京でキャラクターとア 

ニメーションを作るスタジオである dwarf さんと 

一緒に探究をしていただけることになりました。 

テーマは、学校キャラクターです。キャラクター 

ができる過程やその手法をオンラインベースでは 

ありますが、週 1 回ご指導いただきました。 

オンラインでの講習会 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 普 17 学校名 長崎総合科学大学附属高等学校 担当教員名 松林 修一郎 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知的財産セミナー（講演会） 全校生徒 12, 13 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 教職員研修・環境整備 全校生徒，全教職員 12, 13 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 道の駅弁当試作 文理ハイブリッドコース 2・3 年生 52 名 1, 2, 3, 6, 7 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 高校生ビジネスプラン・グランプリ応募 地域ビジネスコース 1・2 年生 39 名 1, 2, 3, 6, 7 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ 三和酒類株式会社に学ぶ、企業見学・知財学習セミナー 地域ビジネスコース 1・2 年生 39 名 4, 8, 11, 12, 13 ☐ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ パテントコンテスト・デザインパテントコンテスト応募 美術部員・科学技術部員 68 名 1, 2, 3, 6, 7 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 文化祭でのオリジナルキーホルダー等製作・販売 美術部員・科学技術部員 68 名 1, 2, 3, 6, 7 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ ロボコン大会に向けて部品製作 科学技術部員 30 名 1, 2, 3, 6, 7 ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ 情報教育コンテスト応募 科学技術部員 30 名 1, 2, 3, 6, 7 ☐ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☐ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・①の講演会後アンケートにおいて、講演会に満足と感じた生徒が 98%、知
的財産権を理解できたと感じた生徒が 88%、知的財産を大切にしようと感じ
た生徒が 77%であった。 
・各コースならびに各部活動において、知的財産について積極的に学習・調
査しながら、本校オリジナルの実践活動へとつなげることができた。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・弁理士を招聘して知財セミナーを開催し、生徒の身近に存在する「文房具（KOKUYO）」に関する知財について理解できた。（写真１） 
・全校生徒 421 名のうち、延べ 189 名（45%）が各コース・各部活動において、本校オリジナルの活動に積極的に取り組んだ。 
・③に活動において、弁当の内容のみならず、弁当箱を 3D プリンタ等で製作する過程を通じて、意匠権・商標権について実践的に学んだ。（写真 2） 
・⑥の活動において、8/1 長崎出島メッセでの発明体験ワークショップに参加し、2 名がパテントコンテストに応募した。（写真 3） 
・⑦において、オリジナルキーホルダー等を立案・製作・販売と一連の流れを体験する過程を通じて、知財について実践的に学んだ。（写真 4） 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ③ 道の駅弁当試作 

成果内容 
・商品名やパッケージ・容器のデザインなどを考案・決定する試作プロセスを通じて、商標権や意匠権の基礎知識を習得することができた。 

また、その知識を反映させたオリジナリティ高い試作品を製作することができた。 
・成果のプレゼンテーションを実施し、単に知識を得るだけでなく、互いのアイデアの価値を認識・共有することができた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・取り組みを通じて、社会において商標権・意匠権が活用されている実態（商品名や弁当箱のデザインなど）を広く調べるようになった。 
・プレゼン力の向上とともに、各グループのアイデアの価値を尊重し、学びを深め合う共創的な態度へと変化が見られた。 

その根拠 
・事後アンケートにおいて、「知的財産権の理解」に対して、「非常に理解できた」と 25%、「理解できた」と 56%の生徒が回答し、また「他人 

のアイデアや作品（知的財産）への意識向上」に対して、「非常に高まった」と 37%、「高まった」と 54%の生徒が回答した。 

課題・反省点 
・全校生徒対象の知財セミナー、教職員対象の研修、地域ビジネスコースの企業見学をそれぞれ 1 回ずつしか実施できなかった。 
・ビジネスプラン・グランプリならびにパテントコンテスト・デザインパテントコンテストへの応募数が少なくなってしまった。 
・教職員への周知等が遅れたため、年度当初から活動できず、2 学期に本格的な活動となってしまったため、より計画的に実施すべきだった。 

今後の展望 
・知財セミナー、教職員研修、企業見学を複数回実施し、知財に対して様々な視点を持てるように促していきたい。 
・今年度中から次年度のパテントコンテスト・デザインパテントコンテストに向けて取り組み、応募数を増加させたい。 
・今年度中に次年度の知財学習を計画し、より充実したオリジナリティのある活動を展開する。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「道の駅弁当試作」の取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の駅弁当の試作開発を通じた知的財産権の理解と共創的態度の育成 
 
本取組では、地域資源を活用した「道の駅弁当」の試作開発を題材に、商品開発における知的財
産権（商標権・意匠権）の重要性を実践的に学ぶことを目的とした。 生徒は、商品名の考案やパ
ッケージ・容器のデザインを行うプロセスの中で、既存の権利を侵害しないための基礎知識を習
得。その知識を反映させながら、独自性の高いコンセプトを持つ試作品の製作に取り組んだ。 
 
単なる座学ではなく、商品名やパッケージデザインを決定する実務に近いプロセスを通じたこと
で、商標権や意匠権が身近なものとして定着した。結果として、法的な視点と創造性を両立させ
た、オリジナリティの高い試作品を完成させることができた。また、完成した試作品のプレゼン
テーションを実施したことで、自身のアイデアを論理的に説明する力が向上した。また、他グル
ープの発表を聴講することで、互いのアイデアの価値を認め合い、学びを深め合った。 
 
本活動を通じて、社会で活用されている知 
的財産について自発的に調査する姿勢とと 
もに、他者の独創的な視点を尊重し、相互 
に高め合おうとする「共創的態度」へと変 
化が見られた。 

↑（写真 1）知財学習セミナー 

演題「知的財産権について～生み出す
人？真似る人？ あなたの未来を変え
る 知的財産のルール～」 

↑（写真 3）発明体験ワークショップ 

パテントコンテスト応募 

←（写真 2）道の駅弁当試作 

↑（写真 2）道の駅弁当試作 

       最終プレゼン 

（写真 4）文化祭におけるオリジナルキーホルダー等製作・販売↑ 
三和酒類株式会社に学ぶ、 ↑ 

企業見学・知財学習セミナー 
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